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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物と、
　重合により硬化する屈折率調整剤とを含み、
　硬化後の硬化物の５８９ｎｍにおける屈折率が１．５５７以上、１．５７１以下であり
、かつ該硬化物のガラス転移温度が１８０℃以上である、硬化性組成物。

【化１】

　上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ６はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、ｎ１とｎ２と
ｎ３との合計は平均で、０．５～３を表す。
【請求項２】
　硬化後の硬化物中にガラス繊維が埋め込まれて用いられる硬化性組成物であって、
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　下記式（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物と、
　重合により硬化する屈折率調整剤とを含み、
　硬化後の硬化物の５８９ｎｍにおける屈折率が１．５５７以上、１．５７１以下であり
、かつ該硬化物のガラス転移温度が１８０℃以上である、硬化性組成物。
【化２】

　上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ６はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、ｎ１とｎ２と
ｎ３との合計は平均で、０．５～３を表す。
【請求項３】
　前記屈折率調整剤として、下記式（２）で表されるフルオレン骨格を有する（メタ）ア
クリレート化合物を含む、請求項１又は２に記載の硬化性組成物。

【化３】

　前記式（２）中、Ｒ１１～Ｒ１６はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、ｍ１及び
ｍ２はそれぞれ、１又は２を表す。
【請求項４】
　前記屈折率調整剤として、下記式（３）で表されるビスマレイミド化合物を含む、請求
項１～３のいずれか１項に記載の硬化性組成物。

【化４】

　前記式（３）中、Ｒ２１～Ｒ２４はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、Ｒ２５及
びＲ２６はそれぞれ、水素原子、メチル基又はエチル基を表す。
【請求項５】
　前記請求項１～４のいずれか１項に記載の硬化性組成物を硬化させた硬化物と、
　前記硬化物中に埋め込まれたガラス繊維とを有する、透明複合シート。
【請求項６】
　前記ガラス繊維が、Ｅガラスである、請求項５に記載の透明複合シート。
【請求項７】
　波長５５０ｎｍにおける光線透過率が８５％以上である、請求項５又は６に記載の透明
複合シート。
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【請求項８】
　５０～２００℃における平均線膨張係数が２０ｐｐｍ／℃以下である、請求項５～７の
いずれか１項に記載の透明複合シート。
【請求項９】
　厚みが２５～２００μｍである、請求項５～８のいずれか１項に記載の透明複合シート
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明性及び耐熱性に優れた硬化物を与える硬化性組成物に関する。さらに、
本発明は、例えば、表示素子用基板などの透明性が要求される用途に用いられ、上記硬化
性組成物を硬化させた硬化物と、該硬化物中に埋め込まれたガラス繊維とを有する透明複
合シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示素子又は有機ＥＬ表示素子等の表示素子用基板、並びに太陽電池用基板等に、
ガラス基板が広く用いられている。しかしながら、ガラス基板は、割れやすく、曲げ性が
低く、更に軽量化できないという問題がある。このため、近年、ガラス基板のかわりに、
プラスチック基板を用いることが検討されている。
【０００３】
　例えば、下記の特許文献１には、ガラスクロスに樹脂組成物を含浸させ、乾燥すること
によりプリプレグを得た後、該プリプレグをプレスしながら熱硬化させることにより得ら
れたプラスチック基板が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１５１２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　表示素子及び太陽電池を製造する際には、半導体層又はカラーフィルタ層などを形成す
るために、加熱及び冷却プロセスが実施される。このプロセスでは、基板が１８０～３０
０℃程度に加熱される。従って、上記プラスチック基板には、１８０℃以上のプロセスに
耐え得ることが求められる。しかしながら、特許文献１に記載のような従来のプラスチッ
ク基板は、ガラス基板に比べて耐熱性が低いという問題がある。ここで言う耐熱性とは、
加熱によりプラスチック材料が分解することを意味し、更に加熱によりプラスチック材料
が大きく変形したり、加熱によりプラスチック材料の弾性率が大きく低下したりすること
も意味する。
【０００６】
　特にプラスチック基板の用途では、加熱による変形及び弾性率の低下が、半導体層及び
カラーフィルタ層を形成する過程で大きな問題となる。プラスチック基板の加熱による変
形及び弾性率の低下は、該プラスチック基板に用いられる樹脂材料（硬化性化合物）のガ
ラス転移温度を境として顕著に現れる。このため、プラスチック基板の耐熱性に対して、
プラスチック基板を構成する樹脂材料のガラス転移温度は重要である。
【０００７】
　一方、ガラス転移温度が高い従来のプラスチック基板用樹脂材料では、硬化前の粘度が
高くなりやすいという問題がある。ガラスクロスに樹脂材料を含浸させる際、高粘度であ
る樹脂材料はガラスクロスに浸透しにくい。樹脂材料が十分に浸透していないと、プラス
チック基板の透明性が低くなる。この結果、表示素子の表示品位が低下する。また、含浸
させる樹脂材料が高粘度であると、ガラスクロスに樹脂材料を十分に含浸させるために長
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時間を要し、生産性が悪くなる。樹脂材料を溶剤に溶解させることで粘度を低下させる手
段もあるが、溶媒を乾燥させる工程を設けなければならず、生産性が悪くなる。また、含
浸時に加熱することで樹脂材料の粘度を低下させる手段もあるが、加熱により樹脂材料の
硬化が進行し、樹脂材料のポットライフが短くなるという課題がある。樹脂材料のポット
ライフを長く保つためには、低温条件下で含浸工程を行うことが望ましい。
【０００８】
　さらに、従来のプラスチック基板では、耐熱性が低いだけでなく、透明性が低いことも
ある。
【０００９】
　本発明の目的は、硬化前の粘度が低く、更に透明性が良好である硬化物を与え、かつ耐
熱性が高く、１８０℃以上のプロセスに耐え得る硬化物を与える硬化性組成物、並びに該
硬化性組成物を用いた透明複合シートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の広い局面によれば、下記式（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ）
アクリレート化合物と、重合により硬化する屈折率調整剤とを含み、硬化後の硬化物の５
８９ｎｍにおける屈折率が１．５５７以上、１．５７１以下であり、かつ該硬化物のガラ
ス転移温度が１８０℃以上である、硬化性組成物が提供される。
【００１１】
【化１】

【００１２】
　上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ６はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、ｎ１とｎ２と
ｎ３との合計は平均で、０．５～３を表す。
【００１３】
　上記硬化性組成物は、硬化後の硬化物中にガラス繊維が埋め込まれて用いられる硬化性
組成物であることが好ましい。
【００１４】
　本発明に係る硬化性組成物のある特定の局面では、上記屈折率調整剤として、下記式（
２）で表されるフルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物が含まれている。
【００１５】
【化２】

【００１６】
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　上記式（２）中、Ｒ１１～Ｒ１６はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、ｍ１及び
ｍ２はそれぞれ、１又は２を表す。
【００１７】
　本発明に係る硬化性組成物の他の特定の局面では、上記屈折率調整剤として、下記式（
３）で表されるビスマレイミド化合物が含まれている。
【００１８】
【化３】

【００１９】
　上記式（３）中、Ｒ２１～Ｒ２４はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、Ｒ２５及
びＲ２６はそれぞれ、水素原子、メチル基又はエチル基を表す。
【００２０】
　本発明に係る透明複合シートは、本発明に従って構成された硬化性組成物を硬化させた
硬化物と、該硬化物中に埋め込まれたガラス繊維とを有する。
【００２１】
　本発明に係る透明複合シートのある特定の局面では、上記ガラス繊維は、Ｅガラスであ
る。
【００２２】
　本発明に係る透明複合シートの他の特定の局面では、波長５５０ｎｍにおける光線透過
率は８５％以上である。
【００２３】
　本発明に係る透明複合シートの別の特定の局面では、５０～２００℃における平均線膨
張係数が２０ｐｐｍ／℃以下である。
【００２４】
　本発明に係る透明複合シートのさらに別の特定の局面では、厚みは２５～２００μｍで
ある。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の硬化性組成物は、式（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ）アクリ
レート化合物と屈折率調整剤とを含み、硬化後の硬化物の５８９ｎｍにおける屈折率が１
．５５７以上、１．５７１以下であるため、透明性に優れた硬化物を与える。さらに、本
発明に係る硬化性組成物のガラス転移温度が１８０℃以上であるため、硬化性組成物の硬
化物の耐熱性を高くすることができる。また、硬化性組成物の硬化物中にガラス繊維が埋
め込まれた透明複合シートの耐熱性を高くすることもできる。従って、本発明に係る硬化
性組成物は、１８０℃以上の無機材料層を形成する過程に耐え得る。さらに、式（１）で
表されるトリアジン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物を用いているので、本発明
の硬化組成物の硬化前の粘度を低くすることができ、硬化性組成物をガラス繊維に効率的
に含浸させることができる。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００２７】
　本発明に係る硬化性組成物は、下記式（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ
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）アクリレート化合物と、屈折率調整剤とを含む。
【００２８】
【化４】

【００２９】
　上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ６はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、ｎ１とｎ２と
ｎ３との合計は平均で、０．５～３を表す。ｎ１とｎ２とｎ３との合計は平均で、好まし
くは０．５～２である。
【００３０】
　なお、ｎ１とｎ２とｎ３との合計の平均の値は、硬化性組成物中に含まれる式（１）で
表されるトリアジン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物全体における値である。す
なわち、例えば、上記式（１）で表される化合物として、ｎ１＝１、ｎ２＝０及びｎ３＝
０（ｎ１＋ｎ２＋ｎ３＝１）である化合物と、ｎ１＝１、ｎ２＝１及びｎ３＝０（ｎ１＋
ｎ２＋ｎ３＝２）である化合物とが同じ数で含まれる場合には、ｎ１とｎ２とｎ３との合
計は平均で１．５である。
【００３１】
　さらに、本発明に係る硬化性組成物の硬化後の硬化物の５８９ｎｍにおける屈折率は、
１．５５７以上、１．５７１以下である。さらに、本発明に係る硬化性組成物の硬化後の
硬化物のガラス転移温度は、１８０℃以上である。
【００３２】
　このような構成を備えることによって、硬化性組成物の硬化物の透明性が良好になる。
例えば、硬化物のヘイズ値を１０％以下にすることができ、５％以下にすることもできる
。従って、本発明に係る硬化性組成物の使用により、透明な透明複合シートを得ることが
できる。さらに、上記構成の採用により、硬化性組成物の硬化物の耐熱性を高くすること
ができる。ここで言う耐熱性とは、加熱によりプラスチック材料が分解することを意味し
、更に加熱によりプラスチック材料が大きく変形したり、加熱によりプラスチック材料の
弾性率が大きく低下したりすることも意味する。
【００３３】
　表示素子及び太陽電池では、無機材料を用いて、半導体層又は導電層として無機材料層
が形成されていることが多い。この無機材料層を形成する過程では、基板が１８０～３０
０℃程度に加熱される。本発明に係る硬化性組成物の硬化物の耐熱性は高いので、１８０
℃以上の無機材料層を形成する過程に耐え得る。本発明に係る硬化性組成物の硬化物は、
１８０℃以上の高温に晒されても、分解し難く、大きく変形し難く、かつ弾性率が大きく
低下し難い。
【００３４】
　さらに、上記式（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物
の使用により、硬化性組成物の粘度を低くすることができる。このため、硬化性組成物を
ガラス繊維に効率的に含浸させることができる。さらに、粘度を低くするために溶剤を用
いなくても、室温プロセスにおいて、ガラス繊維に硬化性組成物を容易に含浸させること
ができる。従って、溶剤を用いなくてもよく、溶剤を用いる場合でも溶剤の使用量を少な
くすることができる。本発明に係る硬化性組成物１００重量％中の溶剤の含有量は０～２
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重量％であることが好ましく、該硬化性組成物は溶剤を含まないことがより好ましい。さ
らに、硬化性組成物をガラス繊維に含浸させる際に、粘度を低くするために加熱しなくて
もよい。このため、硬化性組成物のポットライフを長く保つこともできる。但し、本発明
に係る硬化性組成物をガラス繊維により一層効率的に含浸させるために、硬化性組成物を
加熱してもよい。
【００３５】
　硬化性組成物をガラス繊維に効率的に含浸させるために、本発明に係る硬化性組成物の
２５℃での粘度は、好ましくは１０Ｐａ・ｓ以下、より好ましくは７Ｐａ・ｓ以下、更に
好ましくは５Ｐａ・ｓ以下である。
【００３６】
　本発明に係る硬化性組成物は、ガラス繊維が埋め込まれて用いられる硬化性組成物であ
ることが好ましい。本発明に係る硬化性組成物は、硬化性組成物を硬化させた硬化物と、
該硬化物中に埋め込まれたガラス繊維とを有する透明複合シート得るために用いられるこ
とが好ましい。本発明に係る硬化性組成物は、ガラス繊維であるＥガラスが埋め込まれて
用いられる硬化性組成物であることが好ましい。
【００３７】
　本発明に係る透明複合シートは、硬化性組成物を硬化させた硬化物と、該硬化物中に埋
め込まれたガラス繊維とを有する。上記透明複合シートは、加熱及び活性光線の照射の内
の少なくとも１種により、硬化性組成物を硬化させることにより得ることができる。上記
透明複合シートは、例えば、硬化性組成物をガラス繊維に含浸させた後、硬化性組成物を
硬化させることにより得ることができる。
【００３８】
　以下、先ず、本発明に係る硬化性組成物及び本発明に係る透明複合シートに含まれてい
る各成分の詳細を説明する。
【００３９】
　［硬化性化合物］
　本発明に係る硬化性組成物は、上記式（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ
）アクリレート化合物（以下、（メタ）アクリレート化合物（１）と略記することがある
）を含む。（メタ）アクリレート化合物（１）は、硬化性化合物であり、重合性化合物で
ある。「（メタ）アクリレート」は、アクリレートとメタクリレートとを示す。
【００４０】
　上記（メタ）アクリレート化合物（１）の硬化物の屈折率は、１．５３０以上、１．５
４５以下である。この（メタ）アクリレート化合物（１）と適宜の屈折率調整剤とを混合
して、硬化性組成物の硬化物の屈折率が１．５５７以上、１．５７１以下に調整される。
【００４１】
　また、（メタ）アクリレート化合物（１）の硬化物のガラス転移温度は２００～２５０
℃程度である。従って、（メタ）アクリレート化合物（１）の使用により、硬化性組成物
の硬化物の耐熱性を高めることができ、該硬化物のガラス転移温度を１８０℃以上にする
ことが可能である。また、（メタ）アクリレート化合物（１）の使用により、表示素子及
び太陽電池における無機材料層を形成する高温過程に耐え得る硬化物を与える硬化性組成
物を得ることができる。
【００４２】
　さらに、（メタ）アクリレート化合物（１）の２５℃での粘度は３０００～４０００ｍ
Ｐａ・ｓであり、該粘度は比較的低い。従って、（メタ）アクリレート化合物（１）の流
動性は高い。このため、（メタ）アクリレート化合物（１）を含む硬化性組成物は、室温
条件下で、ガラスクロス十分に含浸させることができる。
【００４３】
　本発明に係る硬化性組成物は、屈折率調整剤を含む。（メタ）アクリレート化合物（１
）の硬化物の屈折率は比較的低い。従って、屈折率を高くする成分を適宜選択して（メタ
）アクリレート化合物とともに用いることにより、硬化性組成物の硬化物の屈折率を１．
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５５７以上、１．５７１以下にすることができる。上記屈折率調整剤は、屈折率向上剤で
あることが好ましい。
【００４４】
　上記屈折率調整剤としては、フルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物及び
ビスマレイミド化合物等が挙げられる。但し、これら以外の屈折率調整剤を用いてもよい
。本発明に係る硬化性組成物は、フルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物及
びビスマレイミド化合物の内の少なくとも１種を含むことが好ましい。本発明に係る硬化
性組成物は、フルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物を含むことが好ましく
、ビスマレイミド化合物を含むことが好ましい。このような好ましい屈折率調整剤の使用
により、硬化性組成物の硬化物の屈折率を好適な範囲に制御でき、硬化物の透明性をより
一層高めることができる。
【００４５】
　上記ビスマレイミド化合物は特に限定されない。上記ビスマレイミド化合物としては、
例えば、Ｎ，Ｎ’－（１，３－フェニレン）ビスマレイミド、Ｎ，Ｎ’－［１，３－（２
－メチルフェニレン）］ビスマレイミド、Ｎ，Ｎ’－［１，３－（４－メチルフェニレン
）］ビスマレイミド、Ｎ，Ｎ’－（１，４－フェニレン）ビスマレイミド、ビス（４－マ
レイミドフェニル）メタン、ビス（３－メチル－４－マレイミドフェニル）メタン、３，
３’－ジメチル－５，５’－ジエチル－４，４’－ジフェニルメタンビスマレイミド、ビ
ス（４－マレイミドフェニル）エーテル、ビス（４－マレイミドフェニル）スルホン、ビ
ス（４－マレイミドフェニル）スルフィド、ビス（４－マレイミドフェニル）ケトン、ビ
ス（４－マレイミドシクロヘキシル）メタン、１，４－ビス（４－マレイミドフェニル）
シクロヘキサン、１，４－ビス（マレイミドメチル）シクロヘキサン、１，４－ビス（マ
レイミドメチル）ベンゼン、１，３－ビス（４－マレイミドフェノキシ）ベンゼン、１，
３－ビス（３－マレイミドフェノキシ）ベンゼン、ビス［４－（３－マレイミドフェノキ
シ）フェニル］メタン、ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）フェニル］メタン、１
，１－ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）フェニル］エタン、１，１－ビス［４－
（４－マレイミドフェノキシ）フェニル］エタン、１，２－ビス［４－（３－マレイミド
フェノキシ）フェニル］エタン、１，２－ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）フェ
ニル］エタン、２，２－ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）フェニル］プロパン、
２，２－ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）フェニル］プロパン、２，２－ビス［
４－（３－マレイミドフェノキシ）フェニル］ブタン、２，２－ビス［４－（４－マレイ
ミドフェノキシ）フェニル］ブタン、２，２－ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）
フェニル］－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン、２，２－ビス［４－（
４－マレイミドフェノキシ）フェニル］－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロ
パン、４，４－ビス（３－マレイミドフェノキシ）ビフェニル、４，４－ビス（４－マレ
イミドフェノキシ）ビフェニル、ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）フェニル］ケ
トン、ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）フェニル］ケトン、２，２’－ビス（４
－マレイミドフェニル）ジスルフィド、ビス（４－マレイミドフェニル）ジスルフィド、
ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）フェニル］スルフィド、ビス［４－（４－マレ
イミドフェノキシ）フェニル］スルフィド、ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）フ
ェニル］スルホキシド、ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）フェニル］スルホキシ
ド、ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）フェニル］スルホン、ビス［４－（４－マ
レイミドフェノキシ）フェニル］スルホン、ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）フ
ェニル］エーテル、ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）フェニル］エーテル、１，
４－ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、
１，３－ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼ
ン、１，４－ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベ
ンゼン、１，３－ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル
］ベンゼン、１，４－ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）－３，５－ジメチル－α
，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－（４－マレイミドフェノキシ）
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－３，５－ジメチル－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，４－ビス［４－（３－
マレイミドフェノキシ）－３，５－ジメチル－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１
，３－ビス［４－（３－マレイミドフェノキシ）－３，５－ジメチル－α，α－ジメチル
ベンジル］ベンゼン、４－メチル－１，３－フェニレンビスマレイミド及びポリフェニル
メタンマレイミド等が挙げられる。上記ビスマレイミド化合物は、１種のみが用いられて
もよく、２種以上が併用されてもよい。
【００４６】
　本発明に係る硬化性組成物は、上記屈折率調整剤として、下記式（２）で表されるフル
オンレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物及び下記式（３）で表されるビスマレ
イミド化合物の内の少なくとも１種を含むことが好ましい。本発明に係る硬化性組成物は
、下記式（２）で表されるフルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物を含むこ
とが好ましく、下記式（３）で表されるビスマレイミド化合物を含むことが好ましい。こ
のような好ましい屈折率調整剤の使用により、硬化性組成物の硬化物の屈折率を好適な範
囲に容易に制御でき、硬化物の透明性をより一層高めることができる。
【００４７】
【化５】

【００４８】
　上記式（２）中、Ｒ１１～Ｒ１６はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、ｍ１及び
ｍ２はそれぞれ、１又は２を表す。
【００４９】

【化６】

【００５０】
　上記式（３）中、Ｒ２１～Ｒ２４はそれぞれ、水素原子又はメチル基を表し、Ｒ２５及
びＲ２６はそれぞれ、水素原子、メチル基又はエチル基を表す。
【００５１】
　上記式（２）で表されるフルオンレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物（以下
、（メタ）アクリレート化合物（２）と略記することがある）、及び上記式（３）で表さ
れるビスマレイミド化合物（以下、ビスマレイミド化合物（３）と略記することがある）
は、（メタ）アクリレート化合物（１）と均一に相溶する。このことによっても、硬化性
組成物の硬化物が、可視光線に対して高い透明性を有するようになる。
【００５２】
　フルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物の硬化物及びビスマレイミド化合
物の硬化物のガラス転移温度は比較的高い。（メタ）アクリレート化合物（２）の硬化物
及びビスマレイミド化合物（３）の硬化物のガラス転移温度は、２５０～３００℃である
。従って、フルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物又はビスマレイミド化合
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物を（メタ）アクリレート化合物（１）と併用することにより、硬化性組成物の硬化物の
ガラス転移温度をより一層高くし、該硬化物の耐熱性をより一層高くすることができる。
特に（メタ）アクリレート化合物（２）又はビスマレイミド化合物（３）を（メタ）アク
リレート化合物（１）と併用することにより、硬化性組成物の硬化物のガラス転移温度を
より一層高くし、該硬化物の耐熱性をより一層高くすることができる。
【００５３】
　フルオレン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物とビスマレイミド化合物とは、い
ずれか一方のみが用いられてもよく、双方が用いられてもよい。また、（メタ）アクリレ
ート化合物（２）とビスマレイミド化合物（３）とは、いずれか一方のみが用いられても
よく、双方が用いられてもよい。
【００５４】
　本発明に係る透明複合シートは、硬化性組成物にガラス繊維を埋め込んで、硬化性組成
物を硬化させることによって得られる。本発明に係る透明複合シートでは、硬化性組成物
の硬化物とガラス繊維との屈折率を近づけることにより、より一層高い透明性が発現する
。
【００５５】
　一般に、表示素子基板等に適用可能な十分な透明性を得るためには、マトリックスとな
る硬化性化合物の硬化物と、該硬化物中に埋め込まれるガラス繊維との屈折率差を０．０
０５以下とすることが望ましい。現実には、マトリックスとなる硬化性化合物の硬化物の
屈折率とガラス繊維の屈折率とを可視光域全体に渡って完全に一致させることは困難であ
る。本発明では、ガラス繊維に対して、マトリックスとなる硬化性化合物の硬化物の屈折
率を適切に設計することにより、光の散乱を極小化する。
【００５６】
　本発明においては、ガラス繊維として、Ｅガラスを用いることが好ましい。Ｅガラスの
５８９ｎｍにおける屈折率は、１．５６０程度である。硬化性組成物の硬化物の５８９ｎ
ｍにおける屈折率を１．５５７以上、１．５７１以下とすることで、硬化性組成物の硬化
物とガラス繊維とを有する透明複合シートの光散乱、すなわちヘイズ値を極小化すること
ができる。
【００５７】
　本発明に係る硬化性組成物では、（メタ）アクリレート化合物（１）とともに用いられ
る屈折率調整剤の種類及び使用量を適宜調整することにより、硬化性組成物の硬化物の５
８９ｎｍにおける屈折率を１．５５７以上、１．５７１以下に調整する。本発明に係る硬
化性組成物の硬化物の５８９ｎｍでの屈折率は、好ましくは１．５６０以上、好ましくは
１．５６８以下である。硬化物の屈折率が上記下限以上及び上記上限以下であると、透明
複合シートの透明性を高めることができ、該透明複合シートのヘイズ値をより一層小さく
することができる。
【００５８】
　硬化物の屈折率を最適な範囲に制御するために、（メタ）アクリレート化合物（１）と
屈折率調整剤との合計１００重量％中、（メタ）アクリレート化合物（１）の含有量が５
０～９０重量％であり、屈折率調整剤の含有量が１０～５０重量％であることが好ましい
。さらに、硬化物の屈折率を最適な範囲に制御するために、硬化性化合物１００重量％中
、（メタ）アクリレート化合物（１）の含有量が５０～９０重量％であり、屈折率調整剤
の含有量が１０～５０重量％であることが好ましい。（メタ）アクリレート化合物（１）
と屈折率調整剤との合計１００重量％中又は硬化性化合物１００重量％中、（メタ）アク
リレート化合物（１）の含有量が５０重量部以上であると、硬化性組成物の粘度がかなり
低くなる。このため、室温条件下で、硬化性組成物をガラス繊維により一層効率的に含浸
させることができる。上記「屈折率調整剤の含有量」は、屈折率調整剤として（メタ）ア
クリレート化合物（２）とビスマレイミド化合物（３）とを用いる場合には「（メタ）ア
クリレート化合物（２）とビスマレイミド化合物（３）との合計の含有量」を示し、屈折
率調整剤として（メタ）アクリレート化合物（２）又はビスマレイミド化合物（３）を用
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いる場合には「（メタ）アクリレート化合物（２）又はビスマレイミド化合物（３）の含
有量」を示す。
【００５９】
　屈折率調整剤として（メタ）アクリレート化合物（２）とビスマレイミド化合物（３）
とを用いる場合には、（メタ）アクリレート化合物（２）とビスマレイミド化合物（３）
との配合比率は特に限定されない。（メタ）アクリレート化合物（２）とビスマレイミド
化合物（３）との配合比率は、重量比で１：９９～９９：１であることが好ましく、重量
比で２０：８０～８０：２０であることがより好ましい。
【００６０】
　本発明に係る硬化性組成物は、硬化性化合物を重合により硬化させるために、重合開始
剤を含むことが好ましい。
【００６１】
　本発明に係る硬化性組成物を硬化させる方法としては、加熱により硬化させる方法、及
び活性光線により硬化させる方法等が挙げられる。加熱による硬化と活性光線による硬化
とを併用してもよい。反応時間を短縮し、かつ硬化反応を完結させる観点からは、活性光
線により硬化性組成物を硬化させた後に、更に加熱により硬化性組成物を硬化させること
が好ましい。
【００６２】
　上記活性光線は、紫外線であることが好ましい。該紫外線を照射するための光源として
は、例えば、メタルハライドタイプ及び高圧水銀灯ランプ等が挙げられる。加熱により硬
化性組成物を硬化させる際には、オーブン及びヒーター等が用いられる。酸化による着色
及び硬化性化合物の劣化を抑制するために、加熱により硬化性組成物を硬化させる際には
、窒素雰囲気下又は真空状態で、１５０～３００℃で１～２４時間加熱することが好まし
い。
【００６３】
　加熱により硬化性組成物を硬化させるために、上記硬化性組成物は、熱重合開始剤を含
むことが好ましい。上記熱重合開始剤は、ラジカル重合開始剤であることが好ましい。該
ラジカル重合開始剤としては、過酸化物系ラジカル重合開始剤、アゾ系ラジカル重合開始
剤及びレドックス系ラジカル重合開始剤等が挙げられる。これら以外の熱重合開始剤を用
いてもよい。上記熱重合開始剤は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されて
もよい。
【００６４】
　上記アゾ系ラジカル重合開始剤としては、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスシク
ロヘキサンカルボニトリル及びアゾビスジメチルバレロニトリル等が挙げられる。
【００６５】
　上記過酸化物系ラジカル重合開始剤としては、ジアシル系ラジカル重合開始剤、パーオ
キシエステル系ラジカル重合開始剤、ジアルキル系ラジカル重合開始剤、パーカーボネー
ト系ラジカル重合開始剤及びケトンパーオキサイド系ラジカル重合開始剤等が挙げられる
。上記ジアシル系ラジカル重合開始剤としては、ラウロイルパーオキサイド及びベンゾイ
ルパーオキサイド等が挙げられる。上記パーオキシエステル系ラジカル重合開始剤として
は、ｔ－ブチルパーオキシベンゾエート、ｔ－ブチルパーオキシアセテート、ｔ－ブチル
パーオキシピバレート及びｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート等が挙げら
れる。上記ジアルキル系ラジカル重合開始剤としては、ジクミルパーオキサイド及びジ－
ｔ－ブチルパーオキサイド等が挙げられる。上記パーカーボネート系ラジカル重合開始剤
としては、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート等が挙げられる。上記ケトンパーオ
キサイド系ラジカル重合開始剤としては、メチルエチルケトンパーオキサイド等が挙げら
れる。
【００６６】
　上記レドックス系ラジカル重合開始剤は、例えば、過酸化物と還元剤又は金属含有化合
物とを含む。上記レドックス系ラジカル重合開始剤の具体例としては、ベンゾイルパーオ
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キサイドと有機アミン類との混合物、上記パーオキシエステル系ラジカル重合開始剤とメ
ルカプタン類などの還元剤との混合物、並びにメチルエチルケトンパーオキサイドと有機
コバルト塩との混合物等が挙げられる。
【００６７】
　硬化物の靭性をより一層高める観点からは、過酸化物系ラジカル重合開始剤が好ましい
。熱重合開始剤の使用量は特に制限されない。硬化性組成物中の硬化性化合物１００重量
部に対して、熱重合開始剤の含有量は０．０５～５重量部であることが好ましい。
【００６８】
　本発明に係る硬化性組成物は（メタ）アクリレート化合物（１）を含むので、活性光線
の照射により効果的に重合し、硬化する。従って、活性光線の照射により硬化性組成物を
硬化させるために、上記硬化性組成物は、光重合開始剤を含むことが好ましい。該光重合
開始剤としては、光ラジカル重合開始剤及び光カチオン重合開始剤等が挙げられる。該光
重合開始剤は、光ラジカル重合開始剤であることが好ましい。光重合開始剤は、１種のみ
が用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００６９】
　上記光ラジカル重合開始剤としては特に限定されず、例えば、ベンゾフェノン、Ｎ，Ｎ
’－テトラエチル－４，４’－ジアミノベンゾフェノン、４－メトキシ－４’－ジメチル
アミノベンゾフェノン、２，２－ジエトキシアセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾインメ
チルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンジル
ジメチルケタール、α－ヒドロキシイソブチルフェノン、チオキサントン、２－クロロチ
オキサントン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－［４－
（メチルチオ）フェニル］－２－モルホリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジ
メチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタノン－１，２，６－ジメチルベ
ンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニル
ホスフィンオキシド、ｔ－ブチルアントラキノン、１－クロロアントラキノン、２，３－
ジクロロアントラキノン、３－クロロ－２－メチルアントラキノン、２－エチルアントラ
キノン、１，４－ナフトキノン、９，１０－フェナントラキノン、１，２－ベンゾアント
ラキノン、１，４－ジメチルアントラキノン、２－フェニルアントラキノン、２－（ｏ－
クロロフェニル）－４，５－ジフェニルイミダゾール２量体、２－メルカプトベンゾチア
ゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、及び４－（ｐ－メトキシフェニル）－２，
６－ジ－（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン等が挙げられる。上記光ラジカル重合開
始剤は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００７０】
　上記光カチオン重合開始剤としては特に限定されず、例えば、スルホニウム塩、ヨード
ニウム塩、メタロセン化合物及びベンゾイントシレート等が挙げられる。上記光カチオン
重合開始剤は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００７１】
　上記光カチオン重合開始剤の市販品としては、サイラキュアＵＶＩ－６９７０、サイラ
キュアＵＶＩ－６９７４及びサイラキュアＵＶＩ－６９９０（いずれもユニオンカーバイ
ド社製）、イルガキュア２６４（チバ・ジャパン社製）、並びにＣＩＴ－１６８２（日本
曹達社製）等が挙げられる。
【００７２】
　硬化性組成物中の硬化性化合物１００重量部に対して、上記光重合開始剤の含有量は０
．０１～１０重量部であることが好ましい。上記光重合開始剤の含有量が上記下限以上で
あると、硬化性組成物を十分に硬化させることができる。上記重合開始剤の含有量が上記
上限以下であると、重合が急激に進行し難くなり、複屈折の増大、着色及び硬化時の割れ
等の問題が発生し難くなる。
【００７３】
　上記光重合開始剤が光ラジカル重合開始剤である場合には、硬化性組成物中の硬化性化
合物１００重量部に対して、上記光ラジカル重合開始剤の含有量は、好ましくは０．０１
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重量部以上、より好ましくは０．１重量部以上、好ましくは２重量部以下、より好ましく
は１重量部以下である。
【００７４】
　上記光重合開始剤が光カチオン重合開始剤である場合には、硬化性組成物中の硬化性化
合物１００重量部に対して、上記光カチオン重合開始剤の含有量は、好ましくは１重量部
以上、好ましくは１０重量部以下、より好ましくは５重量部以下である。
【００７５】
　上記硬化性組成物は、上述した（メタ）アクリレート化合物（１）、フルオレン骨格を
有する（メタ）アクリレート化合物及びビスマレイミド化合物とは異なる他の硬化性化合
物を含んでいてもよい。他の硬化性化合物は、熱硬化性化合物であってもよく、光硬化性
化合物であってもよい。
【００７６】
　上記他の硬化性化合物としては特に限定されず、例えば、多官能チオール化合物及びエ
ポキシ化合物等が挙げられる。上記硬化性組成物は、多官能チオール化合物又はエポキシ
化合物を含むことが好ましく、多官能チオール化合物を含むことがより好ましい。上記硬
化性組成物が多官能チオール化合物又はエポキシ化合物をさらに含むことにより、硬化速
度、並びに硬化物の柔軟性、強靭性及び耐薬品性等を調整したり、改善したりすることが
できる。上記エポキシ化合物は、多官能エポキシ化合物であることが好ましい。
【００７７】
　上記多官能チオール化合物としては、例えば、１，２－エタンジチオール、１，２－プ
ロパンジチオール、１，３－プロパンジチオール、１，３－ブタンジチオール、１，４－
ブタンジチオール、２，３－ブタンジチオール、１，５－ペンタンジチオール、１，６－
ヘキサンジチオール、１，９－ノナンジチオール、１，８－オクタンジチオール、１，１
０－デカンジチオール、１，４－ブタンジオールビスチオプロピオネート、１，４－ブタ
ンジオールビスチオグリコレート、エチレングリコールビスチオグリコレート、エチレン
グリコールビスチオプロピオネート、１，２－ベンゼンジチオール、１，３－ベンゼンジ
チオール、１，４－ベンゼンジチオール、トルエン－３，４－ジチオール、３，６－ジク
ロロ－１，２－ベンゼンジチオール、１，５－ナフタレンジチオール、１，２－ベンゼン
ジメタンチオール、１，３－ベンゼンジメタンチオール、１，４－ベンゼンジメタンチオ
ール、４，４’－チオビスベンゼンチオール、２－ジ－ｎ－ブチルアミノ－４，６－ジメ
ルカプト－ｓ－トリアジン、２，５－ジメルカプト－１，３，４－チアジアゾール、１，
８－ジメルカプト－３，６－ジオキサオクタン、１，５－ジメルカプト－３－チアペンタ
ン、１，４－ビス（３－メルカプトブチリルオキシ）ブタン、トリメチロールプロパント
リスチオグリコレート、トリメチロールプロパントリスチオプロピオネート、トリメチロ
ールプロパントリス（３－メルカプトブチレート）、ペンタエリスリトールテトラキスチ
オグリコレート、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート、ペンタエリスリ
トール　テトラキス（３－メルカプトブチレート）、トリメルカプトプロピオン酸トリス
（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、１，３，５－トリス（３－メルカプトブチ
ルオキシエチル）－１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリオン、１，４－ジメチル
メルカプトベンゼン、２，４，６－トリメルカプト－ｓ－トリアジン、２－（Ｎ，Ｎ－ジ
ブチルアミノ）－４，６－ジメルカプト－ｓ－トリアジン及びチオール基含有シルセスキ
オキサン化合物等が挙げられる。上記多官能チオール化合物であるチオール基含有シルセ
スキオキサン化合物の市販品としては、荒川化学工業製「コンポセランＨＢＳＱシリーズ
」等が挙げられる。
【００７８】
　一般に、多官能チオール化合物の使用により、硬化組成物の硬化性、並びに硬化物の柔
軟及び強靭性が改善される。一方で、多官能チオール化合物の使用量が多すぎると、硬化
物のガラス転移温度が低下しやすい。従って、硬化性化合物１００重量％中、多官能チオ
ール化合物の含有量は、好ましくは２重量％以上、好ましくは４０重量％以下、より好ま
しくは２０重量％以下である。
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【００７９】
　硬化物のガラス転移温度の低下を抑えつつ、硬化組成物の硬化性、並びに硬化物の柔軟
性及び強靭性をより一層良好にする観点からは、上記多官能チオール化合物は、トリメル
カプトプロピオン酸トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、１，３，５－ト
リス（３－メルカプトブチルオキシエチル）－１，３，５－トリアジン－２，４，６－ト
リオン、又はチオール基含有シルセスキオキサン化合物であることが好ましい。また、上
記チオール基含有シルセスキオキサン化合物は、荒川化学工業製「コンポセランＨＢＳＱ
シリーズ」であることが好ましい。
【００８０】
　上記エポキシ化合物として、従来公知のエポキシ樹脂を使用できる。上記エポキシ樹脂
としては、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂
、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾール
ノボラック型エポキシ樹脂、トリグリシジルイソシアヌレート型エポキシ樹脂、ヒンダン
トイン型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、脂肪族エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキ
シ樹脂、グリシジルエーテル型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、ジシクロペン
タジエン型エポキシ樹脂、エステル型エポキシ樹脂、及びエーテルエステル型エポキシ樹
脂等が挙げられる。これらのエポキシ樹脂の水添加物又は変性物を用いてもよい。硬化性
組成物の変色を防止する観点からは、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ
樹脂、トリグリシジルイソシアヌレート型エポキシ樹脂又はジシクロペンタジエン型エポ
キシ樹脂が好ましい。上記エポキシ化合物は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が
併用されてもよい。
【００８１】
　本発明に係る硬化性組成物は、硬化剤を含んでいてもよい。本発明に係る硬化性組成物
は、エポキシ化合物と硬化剤とを含んでいてもよい。該硬化剤としては、有機酸、アミン
化合物、アミド化合物、ヒドラジド化合物、イミダゾール化合物、イミダゾリン化合物、
フェノール化合物、ユリア化合物、ポリスルフィッド化合物及び酸無水物等が挙げられる
。上記硬化剤は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００８２】
　上記有機酸としては、テトラヒドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、ヘキサヒ
ドロフタル酸及びメチルヘキサヒドロフタル酸等が挙げられる。上記アミン化合物として
は、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテト
ラミン、メタフェニレンジアミン、ジアミンジフェニルメタン及びジアミノジフェニルス
ルホン酸等が挙げられる。上記硬化剤として、これらのアミンアダクトを用いてもよい。
【００８３】
　上記アミド化合物としては、ジシアンジアミド及びポリアミド等が挙げられる。上記ヒ
ドラジド化合物としては、ジヒドラジット等が挙げられる。上記イミダゾール化合物とし
ては、メチルイミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、エチルジイミダゾー
ル、イソプロピルイミダゾール、２，４－ジメチルイミダゾール、フェニルイミダゾール
、ウンデシルイミダゾール、ヘプタデシルイミダゾール及び２－フェニル－４－メチルイ
ミダゾール等が挙げられる。上記イミダゾリン化合物としては、メチルイミダゾリン、２
－エチル－４－メチルイミダゾリン、エチルイミダゾリン、イソプロピルイミダゾリン、
２，４－ジメチルイミダゾリン、フェニルイミダゾリン、ウンデシルイミダゾリン、ヘプ
タデシルイミダゾリン及び２－フェニル－４－メチルイミダゾリン等が挙げられる。
【００８４】
　硬化性組成物の変色を防止する観点からは、上記硬化剤は、酸無水物であることが好ま
しい。上記酸無水物としては、無水フタル酸、無水マレイン酸、無水トリメリット酸、無
水ピロメリット酸、無水ナジック酸、無水グルタル酸、テトラヒドロフタル酸無水物、メ
チルテトラヒドロフタル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物、メチルテトラヒドロフ
タル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物、メチルヘキサヒドロフタル酸無水物、メチ
ルナジック酸無水物、ドデセニルコハク酸無水物、ジクロロコハク酸無水物、ベンゾフェ
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ノンテトラカルボン酸無水物及びクロレンディック酸無水物等が挙げられる。
【００８５】
　上記エポキシ化合物と上記硬化剤との配合比率は、特に限定されない。上記エポキシ化
合物のエポキシ基１当量に対して、酸無水物当量は、好ましくは０．５当量以上、より好
ましくは０．７当量以上、好ましくは１．５当量以下、より好ましくは１．２当量以下で
ある。上記酸無水物の当量が上記下限以上であると、硬化物の透明性がより一層高くなる
。上記酸無水物当量が上記上限以下であると、硬化物の耐湿性が高くなる。
【００８６】
　本発明に係る硬化性組成物は、硬化促進剤を含んでいてもよい。該硬化促進剤としては
特に限定されず、例えば、第三級アミン、イミダゾール、第四級アンモニウム塩、第四級
ホスホニウム塩、有機金属塩、リン化合物及び尿素系化合物等が挙げられる。なかでも、
特に第三級アミン、イミダゾール又は第四級ホスホニウム塩が好ましい。上記硬化促進剤
は、１種のみが用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。
【００８７】
　上記エポキシ化合物１００重量部に対して、上記硬化促進剤の含有量は、好ましくは０
．０５重量部以上、より好ましくは０．２重量部以上、好ましくは７．０重量部以下、よ
り好ましくは３．０重量部以下である。上記硬化促進剤の含有量が上記下限以上であると
、硬化性組成物を充分に硬化させることができる。上記硬化促進剤の含有量が上記上限以
下であると、硬化物の透明性がより一層高くなる。
【００８８】
　本発明に係る硬化性組成物は、必要性に応じて、耐候剤、酸化防止剤、熱安定剤、帯電
防止剤、増白剤、着色剤、導電剤、離型剤、表面処理剤及び粘度調節剤等を含んでいても
よい。
【００８９】
　（透明複合シート）
　本発明に係る透明複合シートは、上記硬化性組成物を硬化させた硬化物と、該硬化物中
に埋め込まれたガラス繊維とを有する。
【００９０】
　上記硬化性組成物を上記ガラス繊維に含浸させる際の温度は、８０℃以下であることが
好ましく、６０℃以下であることが好ましく、４０℃以下であることが好ましい。４０℃
以下であっても、本発明に係る硬化性組成物はガラス繊維に十分に含浸させることができ
る。
【００９１】
　本発明に係る硬化性組成物をシート状にした後、加熱又は活性光線の照射によって、硬
化性組成物を架橋及び硬化させることで、透明複合シートを得ることができる。
【００９２】
　上記ガラス繊維としては、ガラス繊維のチョップドストランド、ガラス繊維の織布及び
ガラス繊維の不織布等が挙げられる。上記ガラス繊維は、ガラス繊維の織布であることが
好ましい。
【００９３】
　上記ガラス繊維の織布としては、例えば、断面が円形又は楕円形等であり、かつ断面最
長径が３～１０μｍ程度の長繊維（フィラメント）を、１００～８００本程度撚り合わせ
たヤーンを、経糸及び緯糸として用いて、これらの糸を交錯させるように織ることにより
得られる。織り方としては、平織、綾織及び朱子織等が挙げられる。
【００９４】
　上記ガラス繊維の厚さは最も厚い部分で、通常１０～５００μｍである。上記ガラス繊
維の厚さは最も厚い部分で、１５～３５０μｍであることが好ましい。
【００９５】
　上記ガラス繊維は、Ｅガラスであることが好ましい。本発明に係る硬化性組成物とＥガ
ラスとの併用により、透明複合シートのヘイズ値をかなり小さくすることができる。また
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、該Ｅガラスは、ガラス繊維強化回路基板用の芯材として広く用いられている。繊維径、
繊維束径、ガラスクロスとしての目付、織り密度及び厚さ等に関して、上記Ｅガラスは、
種々の規格品が揃っている。また、性能、コスト及び入手の容易性の観点から、Ｅガラス
は好適に用いられる。
【００９６】
　上記ガラス繊維の引っ張り弾性率は、好ましくは５ＧＰａ以上、より好ましくは１０Ｇ
Ｐａ以上、好ましくは５００ＧＰａ以下、より好ましくは２００ＧＰａ以下である。上記
引っ張り弾性率が上記下限以上であると、透明複合シートの強度が高くなる。
【００９７】
　本発明の透明複合シートの厚みは特に限定されない。本発明に係る透明複合シートの厚
みは、２０～１０００μｍであることが好ましい。透明複合シートの厚みが２０μｍ以上
であれば、表示装置用基材として十分な強度及び剛性を維持できる。透明複合シートの厚
みが１０００μｍ以下であると、硬化性組成物を硬化させる際の体積収縮が小さくなり、
応力の残留による位相差が生じ難くなり、表示のコントラスト低下を引き起こし難くなる
。さらに、透明複合シートの厚みが１０００μｍ以下であると、透明複合シートが反り難
くなり、さらに透明複合シートの厚みが均一になる。
【００９８】
　表示素子及び太陽電池の用途に好適に用いることができるので、本発明に係る透明複合
シートの厚みは、より好ましくは２５μｍ以上、より好ましくは２００μｍ以下である。
透明複合シートの厚みが上記下限以上及び上記上限以下であっても、耐熱性を十分に高め
ることができる。上記「厚み」は、平均厚みを示す。
【００９９】
　ガラスクロス及びガラス不織布などのガラス繊維布に関しては、１枚だけ用いてもよく
、複数枚を重ねて用いてもよい。
【０１００】
　透明複合シートの厚みが１０００μｍを超える場合には、本発明に係る透明複合シート
を得る際に、複数のシートに分けて該シートを積層した後に、硬化してもよい。さらに、
シート化と硬化とを繰り返して、シートの積層体を得てもよい。
【０１０１】
　本発明に係る透明複合シートの５５０ｎｍにおける光線透過率は、好ましくは８０％以
上、より好ましくは８５％以上、更に好ましくは９０％以上である。光透過率が９０％以
上であれば、例えば、液晶表示装置用基板又は有機ＥＬ表示装置基板等として透明複合シ
ートを用いて画像表示装置を得た場合に、鮮明な表示品位の高い画像が得られる。上記光
線透過率は、市販の分光光度計を用いて、波長５５０ｎｍの全光線透過率を測定すること
によって求めることができる。
【０１０２】
　本発明に係る透明複合シートのヘイズ値は、好ましくは１０％以下、より好ましくは５
％以下、特に好ましくは４％以下である。上記ヘイズ値は、ＪＩＳ　Ｋ７１３６に基づい
て測定される。測定装置として、市販のヘイズメーターが用いられる。測定装置としては
、例えば、東京電色社製「全自動ヘイズメーターＴＣ－ＨＩＩＩＤＰＫ」等が挙げられる
。
【０１０３】
　透明複合シートの寸法安定性を高める観点からは、本発明に係る透明複合シートの５０
～２００℃における平均線膨張係数は、２０ｐｐｍ／℃以下であることが好ましい。
【０１０４】
　本発明に係る透明複合シートに、表面平滑化層、ハードコート層又はガスバリア層を積
層してもよい。
【０１０５】
　上記表面平滑化層又はハードコート層を形成する際には、例えば、透明複合シート上に
、既知の表面平滑化剤又はハードコート剤を塗布し、必要に応じて溶剤を除去するために
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乾燥する。次に、加熱又は活性光線の照射により、表面平滑化剤又はハードコート剤を硬
化させる。
【０１０６】
　透明複合シート上に表面平滑化剤又はハードコート剤を塗布する方法としては、特に制
限されず、例えば、ロールコート法、スピンコート法、ワイヤバーコート法、ディップコ
ート法、エクストルージョン法、カーテンコート法及びスプレーコート法等の従来公知の
方法を採用できる。
【０１０７】
　上記ガスバリア層としては特に限定はされず、例えば、アルミニウムなどの金属、Ｓｉ
Ｏ２及びＳｉＮなどの珪素化合物、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、並びに酸化亜
鉛等の透明材料が使用可能である。なかでも、ガスバリア性、基材層への密着性及び透明
性に優れているので、ＳｉＯ２及びＳｉＮなどの珪素化合物を用いることが好ましい。
【０１０８】
　上記ガスバリア層を形成する方法としては、特に制限されず、蒸着法及びスパッタリン
グ法等の乾式法、並びにゾル－ゲル法等の湿式法等が挙げられる。なかでも、緻密でガス
バリア性に優れ、かつ基材への密着性が良好なガスバリア層を形成する観点からは、スパ
ッタリング法が特に好ましい。
【０１０９】
　本発明に係る透明複合シートは、液晶表示素子用プラスチック基板、有機ＥＬ表示素子
用プラスチック基板、太陽電池基板及びタッチパネル等に好適に用いられる。
【０１１０】
　以下、実施例及び比較例を挙げて、本発明を具体的に説明する。本発明は、以下の実施
例のみに限定されない。
【０１１１】
　（実施例１）
　ε－カプロラクトン変性イソシアヌル酸トリス（２－アクリロイルオキシエチル）（式
（１）で表されるトリアジン骨格を有する（メタ）アクリレート化合物に相当する、新中
村化学社製「Ａ－９３００－１ＣＬ」）７０重量部に、９，９’－ビス［４－（２－アク
リロイルオキシエトキシ）フェニル］フルオレン（新中村化学社製「Ａ－ＢＰＥＦ」）３
０重量部と、光重合開始剤である２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２
－モリフォリノプロパン－１－オン（チバ・ジャパン社製「イルガキュア９０７」）０．
２量部とを加え、７０℃に加温しながら撹拌して、混合及び溶解し、硬化性組成物を調製
した。
【０１１２】
　ガラス繊維として、Ｅガラス繊維であるＩＰＣ＃２０１３相当のガラスクロス（日東紡
社製）を用意した。このガラスクロスを、２５℃条件下、硬化性組成物に浸漬し、超音波
を照射しながら、ガラスクロスに硬化性組成物を含浸させた。その後、硬化性組成物を含
浸したガラスクロスを引き上げて、離型処理されたガラス板上に乗せた。ガラス板上の硬
化性組成物を含浸したガラスクロスを、厚さ１００μｍのＰＥＴフィルム（東洋紡績社製
「コスモシャインＡ４１００」）でカバーして、ラミネーターを通過させ、厚みを均一に
した。
【０１１３】
　次に、ＰＥＴフィルム側より、高圧水銀灯にて４０００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）の
紫外線を照射して、硬化性組成物を硬化させた。さらに、ＰＥＴフィルム及びガラス板か
ら硬化したシートを剥離し、２００℃のオーブン中で１時間加熱処理を行い、透明複合シ
ートを得た。得られた透明複合シートの厚さは８０μｍであった。
【０１１４】
　（実施例２）
　ε－カプロラクトン変性イソシアヌル酸トリス（２－アクリロイルオキシエチル）（新
中村化学社製「Ａ－９３００－１ＣＬ」）６５重量部に、３，３’－ジメチル－５，５’



(18) JP 5580708 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

－ジエチル－４，４’－ジフェニルメタンビスマレイミド（大和化成社製「ＢＭＩ－５１
００」）３５重量部と、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モリフ
ォリノプロパン－１－オン（チバ・ジャパン社製「イルガキュア９０７」）０．５量部と
を加え、１２０℃に加温しながら撹拌して、混合及び溶解し、硬化性組成物を調製した。
【０１１５】
　得られた硬化性組成物を用いて、実施例１と同様の操作及び条件で、透明複合シートを
得た。得られた透明複合シートの厚さは８５μｍであった。
【０１１６】
　（実施例３）
　ε－カプロラクトン変性イソシアヌル酸トリス（２－アクリロイルオキシエチル）（新
中村化学社製「Ａ－９３００－１ＣＬ」）６０重量部に、９，９’－ビス［４－（２－ア
クリロイルオキシエトキシ）フェニル］フルオレン（新中村化学社製「Ａ－ＢＰＥＦ」）
２５重量部と、光重合開始剤である２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－
２－モリフォリノプロパン－１－オン（チバ・ジャパン社製「イルガキュア９０７」）０
．２量部とを加え、７０℃に加温しながら撹拌して溶解させ、溶液を得た。次いで、得ら
れた溶液を７０℃まで冷却し、複数のチオール基を有するシルセスキオキサン化合物（荒
川化学工業社製「コンポセランＨＢＳＱ１０１」）１５重量部を加えて、撹拌し、混合し
て、硬化性組成物を調製した。
【０１１７】
　得られた硬化性組成物を用いて、実施例１と同様の操作及び条件で、透明複合シートを
得た。得られた透明複合シートの厚さは８５μｍであった。
【０１１８】
　（実施例４）
　ε－カプロラクトン変性イソシアヌル酸トリス（２－アクリロイルオキシエチル）（新
中村化学社製「Ａ－９３００－１ＣＬ」）６０重量部に、イソシアヌル酸トリス（２－ア
クリロイルオキシエチル）（新中村化学社製「Ａ－９３００」）１０重量部と、９，９’
－ビス［４－（２－アクリロイルオキシエトキシ）フェニル］フルオレン（新中村化学社
製「Ａ－ＢＰＥＦ」）３０重量部と、光重合開始剤である２－メチル－１－［４－（メチ
ルチオ）フェニル］－２－モリフォリノプロパン－１－オン（チバ・ジャパン社製「イル
ガキュア９０７」）０．２量部とを加え、７０℃に加温しながら撹拌して、混合及び溶解
し、硬化性組成物を調製した。
【０１１９】
　得られた硬化性組成物を用いて、実施例１と同様の操作及び条件で、透明複合シートを
得た。得られた透明複合シートの厚さは９０μｍであった。
【０１２０】
　（比較例１）
　イソシアヌル酸トリス（２－アクリロイルオキシエチル）（新中村化学社製「Ａ－９３
００」）７０重量部に、９，９’－ビス［４－（２－アクリロイルオキシエトキシ）フェ
ニル］フルオレン（新中村化学社製「Ａ－ＢＰＥＦ」）３０重量部と、光重合開始剤であ
る２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モリフォリノプロパン－１－
オン（チバ・ジャパン社製「イルガキュア９０７」）０．２量部とを加え、７０℃に加温
しながら撹拌して、混合及び溶解し、硬化性組成物を調製した。
【０１２１】
　２５℃条件下で、得られた硬化性組成物をガラスクロスに含浸させようと試みたが、硬
化性組成物の粘度が高く、３０分放置しても十分に含浸させることができなかった。
【０１２２】
　（比較例２）
　イソシアヌル酸トリス（２－アクリロイルオキシエチル）（新中村化学社製「Ａ－９３
００」）６５重量部に、３，３’－ジメチル－５，５’－ジエチル－４，４’－ジフェニ
ルメタンビスマレイミド（大和化成社製「ＢＭＩ－５１００」）３５重量部と、２－メチ
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ル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モリフォリノプロパン－１－オン（チバ
・ジャパン社製「イルガキュア９０７」）０．５量部とを加え、１２０℃に加温しながら
撹拌して、混合及び溶解し、硬化性組成物を調製した。
【０１２３】
　２５℃条件下で、得られた硬化性組成物をガラスクロスに含浸させようと試みたが、硬
化性組成物の粘度が高く、３０分放置しても十分に含浸させることができなかった。
【０１２４】
　（比較例３）
　イソシアヌル酸トリス（２－アクリロイルオキシエチル）（新中村化学社製「Ａ－９３
００」）６０重量部に、９，９’－ビス［４－（２－アクリロイルオキシエトキシ）フェ
ニル］フルオレン（新中村化学社製「Ａ－ＢＰＥＦ」）２５重量部と、光重合開始剤であ
る２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モリフォリノプロパン－１－
オン（チバ・ジャパン社製「イルガキュア９０７」）０．２量部とを加え、１００℃に加
温しながら撹拌して溶解させ、溶液を得た。次いで、得られた溶液を７０℃まで冷却し、
複数のチオール基を有するシルセスキオキサン化合物（荒川化学工業社製「コンポセラン
ＨＢＳＱ１０１」）１５重量部を加えて、撹拌し、混合して、硬化性組成物を調製した。
【０１２５】
　２５℃条件下で、得られた硬化性組成物をガラスクロスに含浸させようと試みたが、３
０分放置しても硬化性組成物の粘度が高く、十分に含浸させることができなかった。
【０１２６】
　（比較例４）
　イソシアヌル酸トリアリル３７重量部に、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェ
ニル］－２－モリフォリノプロパン－１－オン（チバ・ジャパン社製「イルガキュア９０
７」）０．２量部とを加え、１００℃に加温しながら撹拌して溶解させ、溶液を得た。次
いで、得られた溶液を７０℃まで冷却し、複数のチオール基を有するシルセスキオキサン
化合物（荒川化学工業社製「コンポセランＨＢＳＱ１０１」）６３重量部を加えて、撹拌
し、混合して、硬化性組成物を調製した。
【０１２７】
　ガラス繊維として、Ｅガラス繊維であるＩＰＣ＃２０１３相当のガラスクロス（日東紡
社製）を用意した。このガラスクロスを、２５℃条件下、硬化性組成物に浸漬し、超音波
を照射しながら、ガラスクロスに硬化性組成物を含浸させた。その後、硬化性組成物を含
浸したガラスクロスを引き上げて、離型処理されたガラス板上に乗せた。ガラス板上の硬
化性組成物を含浸したガラスクロスを、厚さ１００μｍのＰＥＴフィルム（東洋紡績社製
「コスモシャインＡ４１００」）でカバーして、ラミネーターを通過させ、厚みを均一に
した。
【０１２８】
　次に、ＰＥＴフィルム側より、高圧水銀灯にて４０００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）の
紫外線を照射して、硬化性組成物を硬化させた。さらに、ＰＥＴフィルム及びガラス板か
ら硬化したシートを剥離し、透明複合シートを得た。得られた透明複合シートの厚さは９
５μｍであった。
【０１２９】
　（評価）
　ａ）粘度
　得られた硬化性組成物の２５℃における粘度を、レオメーター（レオロジカ社製「Ｄｙ
ｎＡｌｙｓｅｒ」）を用いて、応力１０Ｐａの条件で測定した。
【０１３０】
　ｂ）含浸時間
　２５℃条件下で、得られた硬化性組成物をガラスクロスに含浸させ、透明シートを作製
する際の含浸時間と、得られた透明シートのヘイズ値とを測定した。ヘイズ値が最小値と
なる最短の時間を、必要含浸時間とみなした。３０分以上放置しても硬化性組成物をガラ
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【０１３１】
　ｃ）屈折率
　離型処理された２枚のガラス板を用意した。この２枚のガラス板を１００μｍの間隔を
隔てて、ガラス板の間に得られた硬化性組成物を挟み込んで、高圧水銀灯にて２０００ｍ
Ｊ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）のＵＶ光を照射して、硬化性組成物を架橋及び硬化させた。そ
の後、ガラス板から硬化物を剥離し、２００℃のオーブン中で１時間加熱処理を行い、試
験片（硬化物）を作製した。アッベ屈折計（アタゴ社製「ＮＡＲ－１Ｔ」）を用いて、試
験片の屈折率ｎＤ（ナトリウムＤ線（５８９ｎｍ）、２５℃）を測定した。ガラス繊維の
屈折率については、メーカー（日東紡）公称値を採用した。
【０１３２】
　ｄ）線膨張係数
　熱応力歪測定装置（セイコー電子社製「ＴＭＡ／ＥＸＳＴＡＲ６０００型」）を用いて
、３０℃から３００℃まで１０℃／分の速度で得られた透明複合シートを昇温した後、２
０℃／分の速度で３０℃まで冷却した。その後、再度、３０℃から３００℃まで１０℃／
１分の速度で透明複合シートを昇温したときの５０℃～２００℃での平均線膨張係数を求
めた。
【０１３３】
　ｅ）ガラス転移温度
　動的粘弾性測定装置（アイティー計測制御社製「ＤＶＡ－２００」）を用いて、３０℃
から３００℃まで１０℃／分の速度で得られた透明複合シートを昇温して、引張モードに
よる測定を行った。ｔａｎδのピーク温度をガラス転移温度とした。このガラス転移温度
は、硬化性組成物を硬化させた硬化物のガラス転移温度に相当する。
【０１３４】
　ｆ）光線透過率
　分光光度計（島津製作所社製「ＵＶ－３１０ＰＣ」）を用いて、得られた透明複合シー
トの５５０ｎｍにおける光線透過率を測定した。光線透過率が８５％以上であると、透明
性に優れている。
【０１３５】
　ｇ）ヘイズ値
　ヘイズメーター（東京電色社製「全自動ヘーズメーターＴＣ－ＨＩＩＩＤＰＫ」）を用
いて、得られた透明複合シートのヘイズ値を測定した。ヘイズ値が５％以下であると、透
明性に優れている。
【０１３６】
　評価結果を下記の表１に示す。
【０１３７】
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